
 

「あなた名義の携帯電話を暴力団員が 
犯罪に利用している」という電話 

「あなた名義の口座を詐欺グループが 
特殊詐欺に利用している」という電話 

「身の潔白を証明するために、口座を調査します。」 
「警察で用意した口座に預金全額を移動させて。」 
「この話は、絶対に誰にも言ってはいけません。」 

と言われ、 

被害に遭わないために大切なこと 

●電話の相手が警察官を名乗っていても、 

お金の話になれば詐欺を疑う。 

●詐欺の電話は一旦落ち着いて切る。 

●「誰にも言ってはいけない」と言われても、 

家族や警察に相談する。 

警察相談 

専用電話 

愛媛県警察本部 

 089-934-0110 


